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(57)【要約】
　本発明は、局所処理端末と遠隔処理端末とを含み、前
記局所処理端末は、収集した現在の血液ポンプの状態パ
ラメータ及び心臓活動指数を前記遠隔処理端末に送信し
、前記遠隔処理端末から受信した血液ポンプの調節パラ
メータに従って血液ポンプを駆動及び制御するように構
成されており、前記遠隔処理端末は、前記局所処理端末
から受信した前記現在の血液ポンプの状態パラメータ及
び前記心臓活動指数、並びに所定の調節条件に従って、
現在の前記血液ポンプの調節パラメータを取得し、前記
血液ポンプの調整パラメータを前記局所処理端末に返し
て送信するように構成されている、ことを特徴とする血
液ポンプ制御システムを開示する。従来技術においては
キャリアのリアルタイムの生理学的条件を対象とした血
液ポンプの運転パラメータの閉ループでの調節が不可能
であるという課題が解決される。血液ポンプは、よりキ
ャリアの使用に適しており、心腔補助効果、及び血液ポ
ンプの信頼性と安全性とが改善される。本発明はまた、
血液ポンプの制御方法、及び制御システムを含む血液ポ
ンプシステムを提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　局所処理端末と遠隔処理端末とを含み、
　前記局所処理端末は、収集した現在の血液ポンプの状態パラメータ及び心臓活動指数を
前記遠隔処理端末に送信し、前記遠隔処理端末から受信した血液ポンプの調節パラメータ
に従って血液ポンプを駆動及び制御するように構成されており、
　前記遠隔処理端末は、前記局所処理端末から受信した前記現在の血液ポンプの状態パラ
メータ及び前記心臓活動指数、並びに所定の調節条件に従って、現在の前記血液ポンプの
調節パラメータを取得し、前記血液ポンプの調整パラメータを前記局所処理端末に返して
送信するように構成されている、
ことを特徴とする血液ポンプ制御システム。
【請求項２】
　局所処理端末は、収集モジュールと、遠隔送信端末と、駆動モジュールとを含み、
　前記収集モジュールは、血液ポンプの状態パラメータとキャリアの心臓活動指数とを収
集するように構成されており、
　前記遠隔送信端末は、前記血液ポンプの状態パラメータと前記キャリアの前記心臓活動
指数とを、無線通信モード又は有線通信モードで遠隔処理端末に送信するように構成され
ており、
　前記収集モジュールは、ＵＳＢ及び短距離無線通信インタフェースの少なくともいずれ
かを介して前記遠隔送信端末に接続されており、
　前記駆動モジュールは、前記遠隔処理端末から受信した血液ポンプの調整パラメータに
従って前記血液ポンプを駆動及び制御するように構成されている、
請求項１に記載の血液ポンプ制御システム。
【請求項３】
　局所処理端末の電源は、直流（ＤＣ）電源及び交流（ＡＣ）電源の少なくともいずれか
を含む請求項１又は２に記載の血液ポンプ制御システム。
【請求項４】
　局所処理端末は、直流電源及び交流電源の総電力又は電圧値が規定の電力又は電圧値よ
りも低い場合に、局所低電力警告情報又は低電力警告確認要求を生成するように構成され
た局所低電力警告モジュールを更に含む請求項３に記載の血液ポンプ制御システム。
【請求項５】
　局所低電力警告モジュールは、更に、所定期間内に警告確認が受信されない場合は、遠
隔低電力警告情報を生成するように構成されている請求項４に記載の血液ポンプ制御シス
テム。
【請求項６】
　局所処理端末は、血液ポンプの第１のモータフィードバック信号又は第２のモータフィ
ードバック信号が異常信号である場合に、局所ポンプ状態警告情報又はポンプ状態警告確
認要求を生成するように構成されている局所ポンプ状態警告モジュールを更に含む請求項
１に記載の血液ポンプ制御システム。
【請求項７】
　局所ポンプ状態警告モジュールは、更に、所定期間内に警告確認が受信されない場合は
、遠隔ポンプ状態警告情報を生成するように構成されている請求項６に記載の血液ポンプ
制御システム。
【請求項８】
　局所処理端末は、ポンプ電圧、ポンプ電流、ポンプ回転速度、ポンプ流量及び心拍数の
任意の値が異常である場合に、局所状態パラメータ警告情報又は状態パラメータ警告確認
要求を生成するように構成された局所状態パラメータ警告モジュールを更に含む請求項２
に記載の血液ポンプ制御システム。
【請求項９】
　局所状態パラメータ警告モジュールは、更に、所定期間内に警告確認が受信されない場
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合は、遠隔状態パラメータ警告情報を生成するように構成されている請求項８に記載の血
液ポンプ制御システム。
【請求項１０】
　局所処理端末は、局所低電力警告情報、局所ポンプ状態警告情報、又は局所状態パラメ
ータ警告情報を出力するように構成された警告装置を更に含む請求項４、６又は８に記載
の血液ポンプ制御システム。
【請求項１１】
　遠隔送信端末は、更に、遠隔低電力警告情報、遠隔ポンプ状態警告情報、又は遠隔状態
パラメータ警告情報を無線通信モード又は有線通信モードで遠隔処理端末に送信するよう
に構成されている請求項５、７又は９に記載の血液ポンプ制御システム。
【請求項１２】
　遠隔送信端末は、遠隔低電力警告情報、遠隔ポンプ状態警告情報、又は遠隔状態パラメ
ータ警告情報を受信した場合に、現在位置のナビゲーション情報を取得するように構成さ
れたＧＰＳナビゲーションモジュールを更に含む請求項１１に記載の血液ポンプ制御シス
テム。
【請求項１３】
　遠隔送信端末は、更に、遠隔低電力警告情報、遠隔ポンプ状態警告情報、又は遠隔状態
パラメータ警告情報が受信された場合は、地方番号を経由して、第１の緊急通報番号への
発呼要求を行い、前記第１の通報番号が所定期間内に応答しない場合には、第２の緊急通
報番号への発呼要求を行うように構成されている請求項１１に記載の血液ポンプ制御シス
テム。
【請求項１４】
　遠隔送信端末は、更に、遠隔低電力警告情報、遠隔ポンプ状態警告情報、又は遠隔状態
パラメータ警告情報を受信した場合は、前記遠隔低電力警告情報、前記遠隔ポンプ状態警
告情報、又は前記遠隔状態パラメータ警告情報に従って、低電力警告即時情報、ポンプ状
態警告即時情報、又は状態パラメータ警告即時情報を生成し、前記低電力警告即時情報、
前記ポンプ状態警告即時情報、又は前記状態パラメータ警告即時情報を、地方番号を経由
して第１の緊急通報番号に送信し、かつ、前記即時情報への応答が所定期間内に受信され
ない場合には、前記低電力警告即時情報、前記ポンプ状態警告即時情報、又は前記状態パ
ラメータ警告即時情報を、第２の緊急通報番号に送信するように構成されている請求項１
１に記載の血液ポンプ制御システム。
【請求項１５】
　遠隔送信端末は、更に、遠隔低電力警告情報、遠隔ポンプ状態警告情報、又は遠隔状態
パラメータ警告情報が受信された場合に、前記遠隔低電力警告情報、前記遠隔ポンプ状態
警告情報、又は前記遠隔状態パラメータ警告情報、及び位置ナビゲーション情報に従って
、低電力警告即時情報、ポンプ状態警告即時情報、又は状態パラメータ警告即時情報を生
成し、前記低電力警告即時情報、前記ポンプ状態警告即時情報、又は前記状態パラメータ
警告即時情報を、地方番号を経由して第１の緊急通報番号に送信し、かつ、前記即時情報
への応答が所定期間内に受信されない場合には、前記低電力警告即時情報、前記ポンプ状
態警告即時情報、又は前記状態パラメータ警告即時情報を、第２の緊急通報番号に送信す
るように構成されている請求項１２に記載の血液ポンプ制御システム。
【請求項１６】
　遠隔処理端末は、遠隔サービスプラットフォーム及び遠隔処理プラットフォームを含み
、前記遠隔サービスプラットフォームは、現在のポンプ電圧、ポンプ電流、ポンプ回転速
度、ポンプ流量、及び心拍数を局所処理端末から受信し、かつ、遠隔処理プラットフォー
ムにより取得された血液ポンプの調節パラメータを、局所処理端末に返して送信するよう
に構成されており、前記遠隔処理プラットフォームは、現在のポンプ電圧、ポンプ電流、
ポンプ回転速度、ポンプ流量、心拍数、患者の履歴心臓活動指数、及び所定の調節条件に
従って、現在の血液ポンプの調整パラメータを取得するように構成されている請求項１に
記載の血液ポンプ制御システム。
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【請求項１７】
　遠隔処理プラットフォームは、第１の遠隔処理プラットフォーム及び第２の遠隔処理プ
ラットフォームを含み、前記第１の遠隔処理プラットフォームにより取得された現在の血
液ポンプの調節パラメータの権限は、前記第２の遠隔処理プラットフォームにより取得さ
れた現在の血液ポンプの調節パラメータの権限よりも高い請求項１６に記載の血液ポンプ
制御システム。
【請求項１８】
　遠隔処理端末は、低電力警告情報及びその対応する位置ナビゲーション情報、ポンプ状
態警告情報及びその対応する位置ナビゲーション情報、又は状態パラメータ警告情報及び
その対応する位置ナビゲーション情報に従って、低電力警告配信情報、ポンプ状態警告配
信情報、又は状態パラメータ警告配信情報を生成するように構成された警告送信モジュー
ルを更に含む請求項１６に記載の血液ポンプ制御システム。
【請求項１９】
　警告送信モジュールは、更に、遠隔低電力警告情報、遠隔ポンプ状態警告情報、又は遠
隔状態パラメータ警告情報が受信された場合に、前記遠隔低電力警告情報、前記遠隔ポン
プ状態警告情報、又は前記遠隔状態パラメータ警告情報に従って、第１の緊急番号に即時
メッセージを送信するか、又は前記情報を第１の緊急アカウントに配信し、かつ第１の緊
急通報番号からの応答が所定期間内に受信されない場合には、即時メッセージを第２の緊
急番号に送信するか、又は前記情報を第２の緊急アカウントに配信するように構成されて
いる請求項１８に記載の血液ポンプ制御システム。
【請求項２０】
　局所処理端末は、無線通信モード又は有線通信モードで遠隔処理端末から現在の血液ポ
ンプの調節パラメータを受信するように構成された遠隔受信端末を更に含み、前記無線通
信モードは、好ましくはＷｉ－Ｆｉの２Ｇ／３Ｇである請求項２に記載の血液ポンプ制御
システム。
【請求項２１】
　局所処理端末により、収集された現在の血液ポンプの状態パラメータ及び心臓活動指数
を遠隔処理端末に送信する工程と、
　前記遠隔処理端末により、前記局所処理端末から受信した前記現在の状態パラメータ及
び前記心臓活動指数、並びに所定の調節条件に従って、現在の血液ポンプの調節パラメー
タを取得し、前記血液ポンプの調節パラメータを、前記局所処理端末へと返して送信する
工程と、
　前記局所処理端末により、前記遠隔処理端末から受信した前記血液ポンプの調節パラメ
ータに従って、前記血液ポンプを駆動及び制御する工程と、
を含むことを特徴とする血液ポンプの制御方法。
【請求項２２】
　血液ポンプと、請求項１から１９のいずれかに記載の血液ポンプ制御システムとを含み
、前記血液ポンプは、好ましくは浮上式回転型血液ポンプであることを特徴とする血液ポ
ンプシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療器具に関し、特に血液ポンプ制御システム、血液ポンプ制御方法、及び
血液ポンプシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　慢性心不全（ＣＨＦ）は、次第に心臓血管疾患の中で最も一般的かつ有害な疾患の一つ
となってきており、多くの種類の心臓血管疾患の共通した末期的な状態である。人口及び
罹患率の統計データによれば、世界では８０，０００，０００人を超える心不全患者がお
り、中国では１６，０００，０００人を超える患者がいると推定される。中国人口の高齢
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化の増加成長とともに、中国では心不全の患者数が年々増加している。末期の心不全につ
いては、従来の治療効果は不十分であり、中期及び長期の死亡率は高く、そして効果的な
心臓移植のためのドナーが不足しているため、多くの心不全患者は心臓移植を待っている
うちに死亡する。末期の心不全の治療及び看護は、膨大な量の資源を消費するので、既に
世界中で社会的な医療及び健康の問題となっている。
【０００３】
　補助人工心臓（単に血液ポンプとも呼ばれる）は、世界中で認識されている全ての種類
の末期心不全の最も効果的な治療器具である。一般的に、血液ポンプの流入カニューレは
、人の心臓の左心室又は右心室と連通しており、血液ポンプのアウトフローグラフト（ｏ
ｕｔｆｌｏｗ　ｇｒａｆｔ）は、大動脈又は肺動脈と連通しており、血液ポンプは、心臓
への身体の通常の活動の動力要件の責務を共有するために、一定の圧力（一般的に８０ｍ
ｍＨｇ～１２０ｍｍＨｇ）及び流量（一般的に２Ｌ／分～１０Ｌ／分）で血液を出力する
ように血液ポンプを制御する（電源装置を備えた）制御ドライバに接続されている。血液
ポンプにより補助される心腔の位置に従って、左心室補助装置（ＬＶＡＤ）、右心室補助
装置（ＲＶＡＤ）、及び双方心室補助装置（ＢｉＶＡＤ）がある。補助人工心臓は、急性
心不全、慢性心不全、急性発作、及び心臓手術後の低心拍出量の短期的支援として機能を
果たすことができるだけでなく、心臓移植前の仲立ち、及び心臓移植に代わる末期心不全
の最終治療としても機能を果たすことができる。数年に亘る研究の末、補助人工心臓は、
第一世代の拍動血液ポンプから、第二世代の軸回転型血液ポンプ、第三世代の浮上式回転
型血液ポンプへと進化してきた。第三世代の浮上式回転型血液ポンプの殆どは、開ループ
モードで羽根の回転速度を制御しており、即ち、患者の生理学的パラメータの変化を考慮
することなく、一定の回転速度で動作するようにのみ設定されている。従って、患者の生
理学的状態が変化した場合は、血液ポンプが異常動作し易く、これによって補助効果が乏
しく、信頼性は低い。
【発明の概要】
【０００４】
　従来技術の上記の欠陥に鑑みて、本発明の一態様は、血液ポンプ制御システム及び血液
ポンプシステムを提供し、本発明の別の態様は、現在の血液ポンプの状態パラメータのモ
ニタリングに従って血液ポンプの関連パラメータを遠隔的に動的に変更する血液ポンプの
制御方法を提供し、それによって血液ポンプの調節パラメータの閉ループ制御を実現する
。
【０００５】
　本発明の一実施形態の血液ポンプ制御システムは、局所処理端末と遠隔処理端末とを含
み、
　前記局所処理端末は、収集した現在の血液ポンプの状態パラメータ及び心臓活動指数を
前記遠隔処理端末に送信し、前記遠隔処理端末から受信した血液ポンプの調節パラメータ
に従って血液ポンプを駆動及び制御するように構成されており、
　前記遠隔処理端末は、前記局所処理端末から受信した前記現在の血液ポンプの状態パラ
メータ及び前記心臓活動指数、並びに所定の調節条件に従って、現在の前記血液ポンプの
調節パラメータを取得し、前記血液ポンプの調整パラメータを前記局所処理端末に返して
送信するように構成されている、
ことを特徴とする。
【０００６】
　実施形態によっては、局所処理端末は、収集モジュールと、遠隔送信端末と、駆動モジ
ュールとを含み、
　前記収集モジュールは、血液ポンプの状態パラメータとキャリアの心臓活動指数とを収
集するように構成されており、
　前記遠隔送信端末は、前記血液ポンプの状態パラメータと前記キャリアの前記心臓活動
指数とを、無線通信モード又は有線通信モードで遠隔処理端末に送信するように構成され
ており、
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　前記収集モジュールは、ＵＳＢ及び短距離無線通信インタフェースの少なくともいずれ
かを介して前記遠隔送信端末に接続されており、
　前記駆動モジュールは、前記遠隔処理端末から受信した血液ポンプの調整パラメータに
従って前記血液ポンプを駆動及び制御するように構成されている。
【０００７】
　実施形態によっては、局所処理端末の電源は、直流（ＤＣ）電源及び交流（ＡＣ）電源
の少なくともいずれかを含む。
【０００８】
　実施形態によっては、局所処理端末は、直流電源及び交流電源の総電力又は電圧値が規
定の電力又は電圧値よりも低い場合に、局所低電力警告情報又は低電力警告確認要求を生
成するように構成された局所低電力警告モジュールを更に含む。
【０００９】
　実施形態によっては、局所低電力警告モジュールは、更に、所定期間内に警告確認が受
信されない場合は、遠隔低電力警告情報を生成するように構成されている。
【００１０】
　実施形態によっては、局所処理端末は、血液ポンプの第１のモータフィードバック信号
又は第２のモータフィードバック信号が異常信号である場合に、局所ポンプ状態警告情報
又はポンプ状態警告確認要求を生成するように構成されている局所ポンプ状態警告モジュ
ールを更に含む。
【００１１】
　実施形態によっては、局所ポンプ状態警告モジュールは、更に、所定期間内に警告確認
が受信されない場合は、遠隔ポンプ状態警告情報を生成するように構成されている。
【００１２】
　実施形態によっては、局所処理端末は、ポンプ電圧、ポンプ電流、ポンプ回転速度、ポ
ンプ流量及び心拍数の任意の値が異常である場合に、局所状態パラメータ警告情報又は状
態パラメータ警告確認要求を生成するように構成された局所状態パラメータ警告モジュー
ルを更に含む。
【００１３】
　実施形態によっては、局所状態パラメータ警告モジュールは、更に、所定期間内に警告
確認が受信されない場合は、遠隔状態パラメータ警告情報を生成するように構成されてい
る。
【００１４】
　実施形態によっては、局所処理端末は、局所低電力警告情報、局所ポンプ状態警告情報
、及び局所状態パラメータ警告情報の少なくともいずれかを出力するように構成された警
告装置を更に含む。
【００１５】
　実施形態によっては、遠隔送信端末は、更に、遠隔低電力警告情報、遠隔ポンプ状態警
告情報、又は遠隔状態パラメータ警告情報を無線通信モード又は有線通信モードで遠隔処
理端末に送信するように構成されている。
【００１６】
　実施形態によっては、遠隔送信端末は、遠隔低電力警告情報、遠隔ポンプ状態警告情報
、又は遠隔状態パラメータ警告情報を受信した場合に、現在位置のナビゲーション情報を
取得するように構成されたＧＰＳナビゲーションモジュールを更に含む。
【００１７】
　実施形態によっては、遠隔送信端末は、更に、遠隔低電力警告情報、遠隔ポンプ状態警
告情報、又は遠隔状態パラメータ警告情報が受信された場合は、地方番号を経由して、第
１の緊急通報番号への発呼要求を行い、前記第１の通報番号が所定期間内に応答しない場
合には、第２の緊急通報番号への発呼要求を行うように構成されている。
【００１８】
　実施形態によっては、遠隔送信端末は、更に、遠隔低電力警告情報、遠隔ポンプ状態警
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告情報、又は遠隔状態パラメータ警告情報を受信した場合は、前記遠隔低電力警告情報、
前記遠隔ポンプ状態警告情報、又は前記遠隔状態パラメータ警告情報に従って、低電力警
告即時情報、ポンプ状態警告即時情報、又は状態パラメータ警告即時情報を生成し、前記
低電力警告即時情報、前記ポンプ状態警告即時情報、又は前記状態パラメータ警告即時情
報を、地方番号を経由して第１の緊急通報番号に送信し、かつ、前記即時情報への応答が
所定期間内に受信されない場合には、前記低電力警告即時情報、前記ポンプ状態警告即時
情報、又は前記状態パラメータ警告即時情報を、第２の緊急通報番号に送信するように構
成されている。
【００１９】
　実施形態によっては、遠隔送信端末は、更に、遠隔低電力警告情報、遠隔ポンプ状態警
告情報、又は遠隔状態パラメータ警告情報が受信された場合に、前記遠隔低電力警告情報
、前記遠隔ポンプ状態警告情報、又は前記遠隔状態パラメータ警告情報、及び位置ナビゲ
ーション情報に従って、低電力警告即時情報、ポンプ状態警告即時情報、又は状態パラメ
ータ警告即時情報を生成し、前記低電力警告即時情報、前記ポンプ状態警告即時情報、又
は前記状態パラメータ警告即時情報を、地方番号を経由して第１の緊急通報番号に送信し
、かつ、前記即時情報への応答が所定期間内に受信されない場合には、前記低電力警告即
時情報、前記ポンプ状態警告即時情報、又は前記状態パラメータ警告即時情報を、第２の
緊急通報番号に送信するように構成されている。
【００２０】
　実施形態によっては、遠隔処理端末は、遠隔サービスプラットフォーム及び遠隔処理プ
ラットフォームを含み、前記遠隔サービスプラットフォームは、現在のポンプ電圧、ポン
プ電流、ポンプ回転速度、ポンプ流量、及び心拍数を局所処理端末から受信し、かつ、遠
隔処理プラットフォームにより取得された血液ポンプの調節パラメータを、局所処理端末
に返して送信するように構成されており、前記遠隔処理プラットフォームは、現在のポン
プ電圧、ポンプ電流、ポンプ回転速度、ポンプ流量、心拍数、患者の履歴心臓活動指数、
及び所定の調節条件に従って、現在の血液ポンプの調整パラメータを取得するように構成
されている。
【００２１】
　実施形態によっては、遠隔処理プラットフォームは、第１の遠隔処理プラットフォーム
及び第２の遠隔処理プラットフォームを含み、前記第１の遠隔処理プラットフォームによ
り取得された現在の血液ポンプの調節パラメータの権限は、前記第２の遠隔処理プラット
フォームにより取得された現在の血液ポンプの調節パラメータの権限よりも高い。
【００２２】
　実施形態によっては、遠隔処理端末は、低電力警告情報及びその対応する位置ナビゲー
ション情報、ポンプ状態警告情報及びその対応する位置ナビゲーション情報、又は状態パ
ラメータ警告情報及びその対応する位置ナビゲーション情報に従って、低電力警告配信情
報、ポンプ状態警告配信情報、又は状態パラメータ警告配信情報を生成するように構成さ
れた警告送信モジュールを更に含む。
【００２３】
　実施形態によっては、警告送信モジュールは、更に、遠隔低電力警告情報、遠隔ポンプ
状態警告情報、又は遠隔状態パラメータ警告情報が受信された場合に、前記遠隔低電力警
告情報、前記遠隔ポンプ状態警告情報、又は前記遠隔状態パラメータ警告情報に従って、
第１の緊急番号に即時メッセージを送信するか、又は前記情報を第１の緊急アカウントに
配信し、かつ、第１の緊急通報番号からの応答が所定期間内に受信されない場合には、即
時メッセージを第２の緊急番号に送信するか、又は前記情報を第２の緊急アカウントに配
信するように構成されている。
【００２４】
　実施形態によっては、局所処理端末は、無線通信モード又は有線通信モードで遠隔処理
端末から現在の血液ポンプの調節パラメータを受信するように構成された遠隔受信端末を
更に含み、前記無線通信モードは、Ｗｉ－Ｆｉの２Ｇ／３Ｇとすることができる。
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【００２５】
　本発明はまた、
　局所処理端末により、収集された現在の血液ポンプの状態パラメータ及び心臓活動指数
を遠隔処理端末に送信する工程と、
　前記遠隔処理端末により、前記局所処理端末から受信した前記現在の状態パラメータ及
び前記心臓活動指数、並びに所定の調節条件に従って、現在の血液ポンプの調節パラメー
タを取得し、前記血液ポンプの調節パラメータを、前記局所処理端末へと返して送信する
工程と、
　前記局所処理端末により、前記遠隔処理端末から受信した前記血液ポンプの調節パラメ
ータに従って、前記血液ポンプを駆動及び制御する工程と、
を含むことを特徴とする血液ポンプの制御方法を提供する。
【００２６】
　本発明はまた、血液ポンプと、前記血液ポンプ制御システムとを含む血液ポンプシステ
ムを提供する。
【００２７】
　先行技術と比較して、本発明の血液ポンプ制御システム及び血液ポンプシステムは、以
下の利点を有する。即ち、本発明は、キャリアにより届けられた、収集された血液ポンプ
の電圧、電流、及び回転速度等の動作状態の情報を、有線モード又は無線モードで遠隔サ
ーバにアップロードし、一方で、後続の最適化のためにサンプルを富化するためにそのデ
ータをデータベースに格納し、また一方で、血液ポンプをよりキャリアによる使用に適合
させて血液ポンプの使用の信頼性及びセキュリティを改善させるように、特定の医師及び
看護師、又はデバイス製造業者の判断に従って、血液ポンプの動作パラメータを調節する
。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】図１は、本発明の一実施形態の血液ポンプ制御システムの構成要素を示す概略図
である。
【図２】図２は、電力のモニタリングを含む、本発明の一実施形態の血液ポンプ制御シス
テムの構成要素を示す概略図である。
【図３】図３は、モータのモニタリングを含む、本発明の一実施形態の血液ポンプ制御シ
ステムの構成要素を示す概略図である。
【図４】図４は、現在の状態パラメータのモニタリングを含む、本発明の一実施形態の血
液ポンプ制御システムの構成要素を示す概略図である。
【図５】図５は、ＧＰＳナビゲーションモジュールを含む、本発明の一実施形態の血液ポ
ンプ制御システムの構成要素を示す概略図である。
【図６】図６は、本発明の一実施形態の遠隔処理端末の血液ポンプ制御システムの構成要
素を示す概略図である。
【図７】図７は、本発明の一実施形態の血液ポンプの制御方法の手順を示す図である。
【図８】図８は、本発明の一実施形態の血液ポンプシステムの構成要素を示す概略図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　添付の図面と組み合わせて本発明を更に以下詳細に説明するが、何れにせよ、詳細な説
明は、本発明を限定するものとして解釈することはできない。
【００３０】
　図１に示すように、本発明の一実施形態の血液ポンプ制御システムの遠隔処理端末１０
は、ＤＳＰプロセッサを使用した組込みシステムによって実現することができる駆動制御
部１１を含む。遠隔処理端末２０は、遠隔サービスプラットフォーム２１、遠隔処理プラ
ットフォーム（１）２２、及び遠隔処理プラットフォーム（２）２３の少なくともいずれ
かを含む。キャリアの状態をモニタリングするために、例えば、キャリア識別情報（使用
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者を特定するための固有の識別）、氏名、年齢、病歴、血液ポンプ３０を最初に使用する
時間等のキャリアの基本情報が、局所処理端末１０及び遠隔処理端末２０の両方において
統合され、一貫して維持されていなければならない。駆動制御部１１は、収集モジュール
１２、遠隔送受信端末１３、及び駆動モジュール１４を含む。血液ポンプ３０の現在の状
態パラメータ、及び心キャリアの心臓活動指数を収集するために、収集モジュール１２は
、人体の腹部を通る経皮的配線を介して監視対象の血液ポンプ３０に接続されており、こ
こで、現在の状態パラメータは、ポンプ電圧、ポンプ電流、ポンプ回転速度、及びポンプ
流量を含み、キャリアの心臓活動指数は、心拍数等の生理学的指数を含む。収集した現在
の状態パラメータ及びキャリアの心臓活動指数を、ＵＳＢ及び短距離無線通信モードの少
なくともいずれかを介して遠隔送受信端末１３に送信するために、収集モジュール１２は
、ＵＳＢ及び短距離無線通信インタフェースの少なくともいずれかを介して遠隔送受信端
末１３に接続されており、ここで、短距離無線通信モードは、ブルートゥース通信等を使
用することができる。遠隔送受信端末１３は、「現在の状態パラメータ及びキャリアの心
臓活動指数」を、無線通信モード又は有線通信モードで遠隔処理端末２０の遠隔サービス
プラットフォーム２１に送信し、ここで、無線通信モードは、Ｗｉ－Ｆｉの２Ｇ／３Ｇと
することができる。遠隔送受信端末１３は、必要に応じて駆動制御部１１に統合すること
ができることに留意されたい。遠隔送受信端末１３が制御ドライバ１１に統合されている
場合は、遠隔送受信端末１３を「遠隔送信モジュール」と「遠隔受信モジュール」とに分
割することができ、これは、収集モジュール１２と遠隔送受信端末１３とを配線を介して
相互に直接接続して、システムの信頼性を向上させることができるという利点を有する。
更に、遠隔送受信端末１３はまた、制御ドライバ１１から独立した携帯電話端末又はスマ
ートフォン携帯端末を使用して実現することができ、これは、使用者が遠隔送受信端末１
３を運搬することを容易にするという利点を有する。遠隔サービスプラットフォーム２１
は、遠隔情報サーバを用いて実現することができる。
【００３１】
　遠隔サービスプラットフォーム２１は、局所処理端末１０からパラメータ及び指数を受
信すると、医療装置によりモニタリングされた遠隔処理プラットフォーム（１）２２及び
血液ポンプの供給者によりモニタリングされた遠隔処理プラットフォーム（２）２３に通
知するか、或いは遠隔処理プラットフォーム（１）２２及び遠隔処理プラットフォーム（
２）２３のいずれかに通知する。まず、血液ポンプ３０の現在のキャリア識別情報に従っ
て、サーバプラットフォームデータベースからキャリア及びその履歴情報が検索される。
その後、履歴情報、現在の状態パラメータ（ポンプ電圧、ポンプ電流、ポンプ回転速度、
ポンプ流量）、及びキャリアの心臓活動指数（心拍数）と組み合わせた所定の調節条件に
従って、キャリアの現在の血液ポンプの回転数等の駆動パラメータが設定される。例えば
、キャリアによるポンプの最初の着用時期は２０１０年１月１０日であり、現在の収集時
期は２０１１年１月１０日であり、キャリアがポンプを最初に着用したときの心拍数は８
０回／分であり、電圧は１４Ｖであり、電流は０．３Ａであり、最初の回転数は２４００
ｒｐｍであり、対応するポンプ補助流量は３Ｌ／分である。現在収集されたキャリアの心
拍数が８０回／分を維持しており、他の指数が変わらないままである場合は、現在の血液
ポンプの調節パラメータは、「現在のパラメータを保持する」と同時に、遠隔サービスプ
ラットフォーム２１は、そのような「血液ポンプ３０は正常に動作しており、良好な補助
効果があります」との情報を、局所処理端末１０を介して、ショートメッセージ、電話、
又は電子メールを用いてキャリアに通知することができる。しかしながら、現在収集され
たキャリアの心拍数が１１０回／分であり、他の指数が全て異なる程度に変化する場合は
、血液ポンプ３０の補助流量を増加させる必要があり、従って、遠隔サービスプラットフ
ォーム２１は、そのような「状態の変化のため補助流量を増加させる必要があり、回転速
度を２５００ｒｐｍまで調節してください」との情報を、局所処理端末１０を介して、シ
ョートメッセージ、電話、又は電子メールを用いてキャリアに通知することができる。制
御ドライバを調節するようキャリアに指示するか、又は局所処理端末１０を遠隔的に制御
して制御ドライバを調節し、現在の血液ポンプの回転速度を２５００ｒｐｍにまで調節し
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て対応する血液ポンプ補助流量を５Ｌ／分に調節することにより、キャリアの心腔の補助
を良好にすることができる。ここで、「所定の調節条件」は、「臨床試験データ」又は「
従来の設定調整条件」に従った、「機能」又は「固定された対応関係テーブル」として設
定することができ、「現在の状態パラメータ（ポンプ電圧、ポンプ電流、ポンプ回転速度
、ポンプ流量）及びキャリアの心臓活動指数（心拍数）」が与えられると、異なるキャリ
アに一貫した「血液ポンプの調節パラメータ」を付与することができることに留意された
い。よって、「所定の調節条件」とは、異なるキャリアに付与される特別な条件ではなく
、「臨床試験データ」又は「従来設定された調整条件」に従って付与される、普遍的に設
定される条件であることが分かる。遠隔処理プラットフォーム（１）２２及び遠隔処理プ
ラットフォーム（２）２３の一方又は両方は、現在の状態パラメータ及びキャリアの心拍
数、並びに所定の調節条件と組み合わせた関連情報に従って、現在の血液ポンプの調節パ
ラメータを取得した後、それらを遠隔サービスプラットフォーム２１にアップロードする
。実際のニーズに応じて、遠隔処理プラットフォーム（１）２２（又は遠隔処理プラット
フォーム（２）２３）によって取得された現在の血液ポンプの調節パラメータの権限は、
遠隔処理プラットフォーム（２）２３（又は遠隔処理プラットフォーム（１）２２）によ
って取得された現在の血液ポンプの調節パラメータの権限よりも高く設定することができ
ることに留意すべきである。例えば、遠隔処理プラットフォーム（１）２２は、医療機関
のプラットフォームであり、遠隔処理プラットフォーム（２）２３は、製造業者のプラッ
トフォームである。遠隔処理プラットフォーム（１）２２及び遠隔処理プラットフォーム
（２）２３の両方が、遠隔サービスプラットフォーム２１を介して現在の状態パラメータ
及び遠隔キャリアの心臓活動指数を受信した後、遠隔製処理プラットフォーム（１）２２
によって作成された現在の血液ポンプの調節パラメータが、遠隔処理プラットフォーム（
２）２３によって作成された現在の血液ポンプの調節パラメータに優先して採用又は受領
されるものとする。遠隔サービスプラットフォーム２１は、（具体的には、ショートメッ
セージによって）血液ポンプの調節パラメータを局所処理端末１０に返して送信する。（
遠隔送受信端末１３が、例えばスマートフォン等の高性能の移動端末であり、キャリア情
報が、局所処理端末１０及び遠隔処理端末２０によって共同で登録又は保持された使用者
の情報である場合は、血液ポンプの調節パラメータは、配信によっても局所処理端末１０
に返して送信されてもよい。）
【００３２】
　局所処理端末１０は、遠隔送受信端末１３を介して遠隔処理端末２０から「血液ポンプ
の調節パラメータ」を受信し、「血液ポンプの調節パラメータ」を駆動モジュール１４に
送信する。駆動モジュール１４は、回転速度等の血液ポンプの調節パラメータに従い、現
在のポンプの回転速度を調節する。回転速度の調節パラメータが、「回転速度を１００ｒ
ｐｍ加速する」であれば、駆動モジュール１４は、血液ポンプ３０の回転速度を１００ｒ
ｐｍ増加させる。
【００３３】
　局所処理端末１０が、収集された現在の血液ポンプ３０の状態パラメータと心臓活動指
数とを遠隔処理端末２０へ送信し、遠隔処理端末２０が、局所処理端末１０から受信した
現在の状態パラメータ、心臓活動指数、及び調節条件に応じて、現在の血液ポンプの調節
パラメータを変更し、変更された血液ポンプの調節パラメータを、局所処理端末１０へと
送信し、局所処理端末１０が遠隔処理端末２０から変更された駆動パラメータを受信した
後、パラメータに従って血液ポンプ３０を駆動及び制御することが分かる。
【００３４】
　動作中の血液ポンプ３０の状態がより安全で信頼性が高いように、本発明の一実施形態
では、図２に示すように、局所処理端末１０の制御ドライバ１１は、１２Ｖ～１８Ｖの直
流電源を使用して電力供給される。電力エネルギーの重要性を考慮して三重の冗長性解決
策が採用されており、即ち、制御ドライバ１１は、外部から、第１の直流電源１５１及び
第２の直流電源１５２（即ち、２つの高容量リチウムポリマー電池）、並びに交流電源１
５３（即ち、外部からＡＣアダプタに接続されている）に接続されている。２つの高容量
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リチウムポリマー電池は、相互バックアップとして低電力切替え機能及と制御ドライバ１
１への供給力とを有し、これが、野外活動において信頼できる電力エネルギー、長い自由
時間、及び高い生活の質を十分に保証する。患者が屋内に居る場合は、制御ドライバ１１
は、１つのＡＣアダプタによって電力供給することができる。安全性を保証するために、
制御ドライバ１１がＡＣアダプタから電力供給されるとしても、高容量リチウムポリマー
電池は、突然の電力障害等の状況を防ぐように提供されなければならない。ＡＣアダプタ
は電池の充電に対する責任を負わず、リチウムポリマー電池の充電は、別々に構成された
卓上型充電装置によって実現されなければならない。電源のモニタリングの信頼性を高め
るために、局所処理端末１０は、局所低電力警告モジュール１５、局所警告装置１５４、
又は局所操作パネル１５５を更に含む。局所低電力警告モジュール１５の収集入力端末は
、第１の直流電源１５１、第２の直流電源１５２、及び交流電源１５３に接続されており
、第１の直流電源１５１、第２の直流電源１５２、及び交流電源１５３の電力値をリアル
タイムで収集する。局所低電力警告モジュール１５の出力端末は、局所警告装置１５４又
は局所操作パネル１５５に接続されている。第１の直流電源１５１、第２の直流電源１５
２、及び交流電源１５３の総電力が最小電力値未満である場合、局所低電力警告モジュー
ル１５は、局所低電力警告情報又は低電力警告確認要求を生成して局所低電力警告情報を
局所警告装置１５４に送信し、局所警告装置１５４は、ブザー又は光電警告装置を使用す
るか、又はキャリアからの確認を待機する局所操作パネル１５５に低電力警告確認要求を
送信し、所定期間内に警告確認が受信されない場合は、遠隔低電力警告情報が生成されて
キャリアの遠隔処理端末２０に送信される。局所低電力警告モジュール１５は、制御ドラ
イバ１１に統合された組込みユニットによって実現することができる。例えば、第１の直
流電源１５１の電力値が１０％であり、第２の直流電源１５２の電力値が８０％であり、
第１の直流電源１５１と第２の直流電源１５２との総電力値が所定の総電力閾値である９
５％未満である場合は、局所低電力警告モジュール１５が局所ブザー又は光電装置（局所
警告装置１５４）を活性化してキャリアに警告して喚起する。警告装置からの喚起による
、キャリアに危険をもたらす警告情報に対してキャリアが気づかないことを防止するため
に、局所低電力警告モジュール１５は、低電力警告確認要求を生成し、（制御ドライバ１
１に自己構成された）表示画面によって要求を表示し、ある期間（例えば、３０秒間）使
用者からの確認を待機し、キャリアが局所操作パネル１５５により要求を確認すると、警
告が終了する。キャリアがそれを確認しない場合、即ち警告確認が受信されない場合は、
局所低電力警告モジュール１５は、遠隔低電力警告情報を生成し、これが遠隔送受信端末
１３を介してキャリアの遠隔処理端末２０に送信される。局所低電力警告モジュール１５
は、制御ドライバ１１に統合された組込みユニットによって実現することができる。
【００３５】
　血液ポンプ３０の故障を遅れずに検出し、より安全で信頼性の高い動作を保証するため
に、本発明の一実施形態では、図３に示すように、血液ポンプ３０が２つの固定子のモー
タ（上部モータ固定子、及び下部モータ固定子）を用いる場合には、制御ドライバ１１が
、上部モータ固定子及び下部モータ固定子を、それぞれ上部モータ固定子駆動回路及び下
部モータ固定子駆動回路によって駆動する。上部モータ固定子及び下部モータ固定子の正
常な動作を保証するために、局所処理端末１０は、局所ポンプ状態警告モジュール１６、
局所警告装置１５４、又は局所操作パネル１５５を更に含む。局所ポンプ状態警告モジュ
ール１６の収集入力端末は、上部モータ固定子駆動回路１６１及び下部モータ固定子駆動
回路１６２に接続されており、第１のモータフィードバック信号及び第２のモータフィー
ドバック信号をリアルタイムで収集する。局所ポンプ状態警告モジュール１６の出力端末
は、局所警告装置１５４又は局所操作パネル１５５に接続されている。第１のモータフィ
ードバック信号（即ち、上部モータフィードバック信号）、又は第２のモータフィードバ
ック信号（即ち、下部モータフィードバック信号）が異常である場合、例えば、第１のモ
ータフィードバック信号が無信号であるか又は第２のモータフィードバック信号が無信号
である場合、局所ポンプ状態警告モジュール１６は、局所ポンプ状態警告情報又はポンプ
状態警告確認要求を生成して局所ポンプ状態警告情報を局所警告装置１５４に送信し、局
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所警告装置１５４は、ブザー又は光電警告装置を使用するか、又はキャリアからの確認を
待機する局所操作パネル１５５にポンプ状態警告確認要求を送信し、所定期間内に警告確
認が受信されない場合は、遠隔ポンプ状態警告情報が生成されてキャリアの遠隔処理端末
２０に送信される。局所ポンプ状態警告モジュール１６は、制御ドライバ１１に統合され
た組込みユニットによって実現することができる。例えば、上部モータ固定子が停止した
場合、第１のモータフィードバック信号（即ち、上部モータフィードバック信号）がゼロ
となり、局所ポンプ状態警告モジュール１６は、局所のブザー又は光電装置（局所警告装
置１５４）を活性化してキャリアに警告して喚起する。警告装置からの喚起による、キャ
リアに危険をもたらす警告情報に対してキャリアが気づかないことを防止するために、局
所ポンプ状態警告モジュール１６は、ポンプ状態警告確認要求を生成し、（制御ドライバ
１１に自己構成された）表示画面によって要求を表示し、ある期間（例えば、３０秒間）
使用者からの確認を待機し、キャリアが局所操作パネル１５５により要求を確認すると、
警告が終了する。キャリアがそれを確認しない場合は、即ち警告確認が受信されない場合
は、局所ポンプ状態警告モジュール１６は、遠隔ポンプ状態警告情報を生成し、これが遠
隔送受信端末１３を介してキャリアの遠隔処理端末２０に送信される。局所ポンプ状態警
告モジュール１６は、制御ドライバ１１に統合された組込みユニットによって実現するこ
とができる。
【００３６】
　キャリアの物理的な状態をリアルタイムで監視するために、本発明の一実施形態では、
図４に示すように、局所処理端末１０は、局所状態パラメータ警告モジュール１７、局所
警告装置１５４、又は局所操作パネル１５５を更に含む。局所状態パラメータ警告モジュ
ール１７の収集入力端末は、収集モジュール１２に接続されており、収集モジュール１２
から、ポンプ電圧、ポンプ電流、ポンプ回転速度、ポンプ流量、又は心拍数を取得する。
局所状態パラメータ警告モジュール１７の出力端末は、局所警告装置１５４又は局所操作
パネル１５５に接続されている。ポンプ電圧、ポンプ電流、ポンプ回転速度、ポンプ流量
、又は心拍数が異常である場合、例えば、ポンプ流量がポンプ流量の閾値未満である場合
、局所状態パラメータ警告モジュール１７が局所状態パラメータ警告情報又は状態パラメ
ータ警告確認要求を生成して局所状態パラメータ警告情報を局所警告装置１５４に送信し
、局所警告装置１５４は、ブザー又は光電警告装置を使用するか、又はキャリアからの確
認を待機する局所操作パネル１５５に状態パラメータ警告確認要求を送信し、所定期間内
に警告確認が受信されない場合は、遠隔状態パラメータ警告情報が生成されてキャリアの
遠隔端末２０に送信される。局所状態パラメータ警告モジュール１７は、制御ドライバ１
１に統合された組込みユニットによって実現することができる。例えば、ポンプ流量が流
量警告閾値未満である場合、局所状態パラメータ警告モジュール１７は、局所ブザー又は
光電装置（局所警告装置１５４）を活性化してキャリアに警告して喚起する。警告装置か
らの喚起による、キャリアに危険をもたらす警告情報に対してキャリアが気づかないこと
を防止するために、局所状態パラメータ警告モジュール１７は、状態パラメータ警告確認
要求を生成し、（制御ドライバ１１に自己構成された）表示画面によって要求を表示し、
ある期間（例えば、３０秒間）使用者からの確認を待機し、キャリアが局所操作パネル１
５５により要求を確認すると、警告が終了する。キャリアがそれを確認しない場合、即ち
警告確認が受信されない場合は、局所状態パラメータ警告モジュール１７は、遠隔状態パ
ラメータ警告情報を生成し、これが遠隔送受信端末１３を介してキャリアの遠隔処理端末
２０に送信される。局所状態パラメータ警告モジュール１７は、制御ドライバ１１に統合
された組込みユニットによって実現することができる。
【００３７】
　局所低電力警告情報、局所ポンプ状態警告情報、及び局所状態パラメータ警告情報を区
別するために、異なる警告情報には異なる警告モード、例えば、異なる音、又は異なる光
電点滅モードを設定することができることに留意すべきである。キャリアによる識別を容
易にするために、警告は、音声を再生することによっても行うことができ、例えば、「局
所低電力警告情報」は、警告装置により音声「電力不十分」を再生することによって促す
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ことができる。異なる警告情報は異なる音声に対応し、音声再生機能は、データベース及
び所定の関連付けによって実現することができる。
【００３８】
　制御ドライバ１１が警告情報を遠隔処理端末２０へと送信するときに、遠隔処理端末２
０が何時でもキャリアの現在位置を知ることができるようにするために、図５に示すよう
に、遠隔送受信端末１３は、遠隔低電力警告情報、遠隔ポンプ状態警告情報、又は遠隔状
態パラメータ警告情報が存在する場合に、現在位置のナビゲーション情報を取得するよう
に構成されたＧＰＳナビゲーションモジュール１８を更に含む。一方で、キャリアに対し
て適時に救助を提供するために、遠隔送受信端末１３が「遠隔低電力警告情報、遠隔ポン
プ状態警告情報、又は遠隔状態パラメータ警告情報」を受信した場合には、地方番号によ
る第１の緊急通報番号への発呼要求を行うことができる。第１の緊急通報番号が所定期間
内に応答しない場合は、第２の緊急通報番号に発呼要求が行われる。第１の緊急通報番号
及び第２の緊急通報番号のいずれかを、救助局番号として予め設定することができる（第
１の緊急通報番号又は第２の緊急通報番号は、遠隔送受信端末１３に予め記憶されたもの
である）。
【００３９】
　一方で、情報は、ショートメッセージによって送信することもできる。遠隔送受信端末
１３は、遠隔低電力警告情報、遠隔ポンプ状態警告情報、又は遠隔状態パラメータ警告情
報を受信したときに、遠隔低電力警告情報、遠隔ポンプ状態警告情報、又は遠隔状態パラ
メータ警告情報に従い、低電力警告即時情報、ポンプ状態警告即時情報、又は状態パラメ
ータ警告即時情報を生成し、即時情報は、キャリアの固有の識別情報を含むものとする。
低電力警告即時情報、ポンプ状態警告即時情報、又は状態パラメータ警告即時情報は、地
方番号を経由して第１の緊急通報番号に送信される。所定期間内に即時情報に対する応答
が受信されない場合には、低電力警告即時情報、ポンプ状態警告即時情報、又は状態パラ
メータ警告即時情報は、第２の緊急通報番号に送信される。或いは、遠隔送受信端末１３
は、遠隔低電力警告情報、遠隔ポンプ状態警告情報、又は遠隔状態パラメータ警告情報を
受信したときに、遠隔低電力警告情報、遠隔ポンプ状態警告情報、又は遠隔状態パラメー
タ警告情報、及び位置ナビゲーション情報に従い、低電力警告即時情報、ポンプ状態警告
即時情報、又は状態パラメータ警告即時情報を生成して、低電力警告即時情報、ポンプ状
態警告即時情報、又は状態パラメータ警告即時情報を、地方番号を経由して第１の緊急通
報番号に送信し、所定期間内に即時情報に対する応答が受信されない場合には、低電力警
告即時情報、ポンプ状態警告即時情報、又は状態パラメータ警告即時情報を、第２の緊急
通報番号に送信する。従って、キャリアの現在位置をより正確に判定し、キャリアの救助
を容易にすることができる。
【００４０】
　遠隔処理端末２０に送信される警告情報を何時でも送信できるようにするために、図６
に示すように、遠隔処理端末２０は、警告送信モジュール２４を更に含む。警告送信モジ
ュール２４は、警告情報生成モジュール２４１、及び送信モジュール２４２を含む。遠隔
処理プラットフォーム（１）２２又は遠隔処理プラットフォーム（２）２３がインテリジ
ェント端末である場合、即ち、プラットフォームが配信メッセージを処理できる場合、警
告情報生成モジュールは、低電力警告情報及びその対応する位置ナビゲーション情報、ポ
ンプ状態警告情報及びその対応する位置ナビゲーション情報、又は状態パラメータ警告情
報及びその対応する位置ナビゲーション情報に従い、低電力警告配信情報、ポンプ状態警
告配信情報、又は状態パラメータ警告配信情報を生成する。配信情報は、第１の緊急番号
に即時メッセージを送信するか、又は第１の緊急アカウントに情報を配信する「送信モジ
ュール２４２」に送信される。第１の緊急通報番号からの応答が所定期間内に受信されな
い場合は、送信モジュール２４２は、第２の緊急番号に即時メッセージを送信するか、又
は第２の緊急アカウントに情報を配信する。上記の情報の配信機能を実現するためには、
情報を配信しながら呼出しを容易にするために、遠隔サービスプラットフォーム２１、遠
隔処理プラットフォーム（１）２２、及び遠隔処理プラットフォーム（２）２３に、遠隔
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処理プラットフォーム（１）２２及び遠隔処理プラットフォーム（２）２３のアカウント
情報と、キャリアと遠隔処理プラットフォーム（１）２２又は遠隔処理プラットフォーム
（２）２３との呼出し対応関係とを格納する必要があることが分かる。
【００４１】
　図７に示すように、本発明はまた、
　収集された現在の血液ポンプ３０の状態パラメータと心臓活動指数とを、局所処理端末
１０によって遠隔処理端末２０に送信する工程Ｓ１０１と、
　局所処理端末１０から受信した現在の状態パラメータ及び心臓活動指数、並びに所定の
調節条件に従って、現在の血液ポンプの調節パラメータを遠隔処理端末２０によって取得
し、血液ポンプの調節パラメータを局所処理端末１０に返して送信する工程Ｓ１０２と、
　遠隔処理端末２０から受信した血液ポンプの調節パラメータに従い、局所処理端末１０
によって血液ポンプ３０を駆動及び制御する工程Ｓ１０３と、
を含む血液ポンプの制御方法を提供する。
【００４２】
　図８に示すように、本発明の一実施形態はまた、血液ポンプ３０と、上記の血液ポンプ
制御システム（局所処理端末１０と遠隔処理端末２０とを含む）とを含む血液ポンプシス
テムを提供する。血液ポンプ３０は、任意の血液ポンプであり、好ましくは、非接触式の
浮上式回転型血液ポンプ、例えば、磁性流体二重浮上式遠心回転型血液ポンプ、軸流回転
型血液ポンプである。
【００４３】
　上記は、単に本発明の幾つかの実施形態である。当業者は、本発明の発明概念から逸脱
することなく、幾つかの変形及び変更を行うことができ、これらの全ての変形及び変更は
、本発明の保護範囲内に入る。
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【図２】
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